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◎
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
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（
保
険
給
付
等
に
関
す
る
特
例
等
） 

第
一
条 

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定

す
る
機
関
で
あ
っ
て
年
金
記
録
に
関
す
る
事
項
の
調
査
審
議
を
専
門
的
に
行
う
も

の
の
調
査
審
議
の
結
果
と
し
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

十
五
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
事
業
主
が
、
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を
控
除
し
た
事
実
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険

料
を
納
付
す
る
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
（
当
該
保
険
料
（
以

下
「
未
納
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る

前
に
同
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
確
認
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
未
納
保
険
料
を
徴
収
す
る
権
利

が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
と
の
当
該
機
関

の
意
見
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
当
該
意
見
を
尊
重
し
、
遅

滞
な
く
、
未
納
保
険
料
に
係
る
期
間
を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
例
対
象
者
」
と
い

う
。
）
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
確
認

又
は
標
準
報
酬
月
額
若
し
く
は
標
準
賞
与
額
の
改
定
若
し
く
は
決
定
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
二
条
に
お
い
て
「
確
認
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
特
例
対
象
者
が
、
当
該
事
業
主
が
当
該
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
知

（
保
険
給
付
等
に
関
す
る
特
例
等
） 

第
一
条 

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定

す
る
機
関
で
あ
っ
て
年
金
記
録
に
関
す
る
事
項
の
調
査
審
議
を
専
門
的
に
行
う
も

の
の
調
査
審
議
の
結
果
と
し
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

十
五
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
事
業
主
が
、
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を
控
除
し
た
事
実
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険

料
を
納
付
す
る
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
（
当
該
保
険
料
（
以

下
「
未
納
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る

前
に
同
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
確
認
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
未
納
保
険
料
を
徴
収
す
る
権
利

が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
と
の
当
該
機
関

の
意
見
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
当
該
意
見
を
尊
重
し
、
遅

滞
な
く
、
未
納
保
険
料
に
係
る
期
間
を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
例
対
象
者
」
と
い

う
。
）
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
確
認

又
は
標
準
報
酬
月
額
若
し
く
は
標
準
賞
与
額
の
改
定
若
し
く
は
決
定
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
確
認
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
例
対
象
者
が
、
当
該
事
業
主
が
当
該
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
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り
、
又
は
知
り
得
る
状
態
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

２
～
７ 
〔
略
〕 

 

（
保
険
料
を
控
除
し
た
事
実
に
係
る
判
断
） 

第
一
条
の
二 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
関
は
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
国
民

年
金
制
度
に
よ
り
生
活
の
安
定
が
図
ら
れ
る
国
民
の
立
場
に
立
っ
て
同
項
に
規
定

す
る
事
実
が
あ
る
者
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
当

該
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
実
が
あ
る
者
で

あ
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
者
の
当
該
申
立
て
を
十
分
し
ん
酌
す
る
と
と
も
に
、
当

該
事
実
が
あ
る
こ
と
を
直
接
に
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
な
い
事
案
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
雇
用
保
険
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
係
る
加
入
又
は
給
付
に
関

す
る
記
録
、
所
得
税
又
は
住
民
税
に
係
る
課
税
に
関
す
る
記
録
そ
の
他
の
官
公
署

が
有
す
る
記
録
で
あ
っ
て
当
該
事
実
が
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
を
で
き
る

限
り
収
集
す
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
立
て
に
係
る
事

業
主
そ
の
他
の
関
係
者
の
証
言
、
社
会
保
険
労
務
士
が
保
存
す
る
資
料
そ
の
他
の

官
公
署
が
有
す
る
記
録
以
外
の
資
料
又
は
情
報
で
あ
っ
て
当
該
事
実
が
あ
る
こ
と

を
推
測
さ
せ
る
も
の
を
で
き
る
限
り
収
集
し
た
上
で
、
当
該
申
立
て
が
社
会
通
念

上
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

事
実
が
あ
る
旨
の
判
断
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
関
が
前
項
（
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
収
集
に
関
し
協

力
を
求
め
ら
れ
た
官
公
署
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
等
） 

又
は
知
り
得
る
状
態
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２
～
７ 

〔
略
〕 

                   

（
特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
等
） 
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第
二
条 

社
会
保
険
庁
長
官
が
特
例
対
象
者
に
係
る
確
認
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
特
例
対
象
者
を
使
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
た
第
一
条
第
一
項
の
事
業
主
（
当

該
事
業
主
の
事
業
を
承
継
す
る
者
及
び
当
該
事
業
主
で
あ
っ
た
個
人
を
含
む
。
以

下
「
対
象
事
業
主
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

特
例
納
付
保
険
料
と
し
て
、
未
納
保
険
料
に
相
当
す
る
額
に
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
額
を
加
算
し
た
額
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第

二
項
の
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

と
認
め
、
か
つ
、
当
該
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
国
の
責
め
に

帰
す
べ
き
事
由
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
対
象
事
業
主
に
対
し
て
、
前
項
の
特
例
納
付
保
険
料

（
以
下
「
特
例
納
付
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
事
業
主
（
法
人
で
あ
る
対
象
事
業
主
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
業
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
対
象
事
業
主
に
対
し
第
一
条
第
六
項
の
通
知
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締

役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な

る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、

取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
条 

社
会
保
険
庁
長
官
が
特
例
対
象
者
に
係
る
確
認
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
特
例
対
象
者
を
使
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
た
前
条
第
一
項
の
事
業
主
（
当

該
事
業
主
の
事
業
を
承
継
す
る
者
及
び
当
該
事
業
主
で
あ
っ
た
個
人
を
含
む
。
以

下
「
対
象
事
業
主
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

特
例
納
付
保
険
料
と
し
て
、
未
納
保
険
料
に
相
当
す
る
額
に
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
額
を
加
算
し
た
額
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
対
象
事
業
主
に
対
し
て
、
前
項
の
特
例
納
付
保
険
料
（
以

下
「
特
例
納
付
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

    

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
事
業
主
（
法
人
で
あ
る
対
象
事
業
主
に
限
る
。
）

に
係
る
事
業
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
前
項

の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
の
役
員
（
業

務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相

談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に

対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同

等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
は
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 
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４ 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
規
定

に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対

し
て
、
特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や

む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

５ 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
前
に
第
二
項
又
は
前

項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
場
合
に
は
、
対
象
事
業
主
又
は
第
三
項
の
役
員
で

あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
次
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
行
わ
な
い
と
き
は
次
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
旨
を
、
併
せ
て

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

６ 

対
象
事
業
主
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
同
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
は
、
未
納
保
険
料
に
係
る
す
べ
て
の
期
間
に

係
る
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
す
る
旨
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
社
会
保
険
庁
長
官
に
対
し
書
面
に
よ
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７
・
８ 

〔
略
〕 

９ 

国
は
、
毎
年
度
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
特
例
対
象
者
に
係
る
確
認
等
を
行
っ
た

場
合
（
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険
料
を

納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
確
認
等
を
行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
特
例

４ 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
特
例
納
付
保
険
料
の

納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当

該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

５ 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
前
に
第
二
項
又
は
前

項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
場
合
（
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第

八
十
二
条
第
二
項
の
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を

行
う
と
き
を
除
く
。
）
に
は
、
対
象
事
業
主
又
は
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に

対
し
て
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を

行
わ
な
い
と
き
は
次
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
旨
を
、
併
せ
て
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

６ 

対
象
事
業
主
又
は
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
は
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
勧
奨
を
受
け
た
場
合
に
は
、
未
納
保
険
料
に
係
る
す
べ
て
の
期
間
に
係

る
特
例
納
付
保
険
料
を
納
付
す
る
旨
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
社
会
保
険
庁
長
官
に
対
し
書
面
に
よ
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７
・
８ 

〔
略
〕 

９ 

国
は
、
毎
年
度
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
特
例
対
象
者
に
係
る
確
認
等
を
行
っ
た

場
合
（
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険
料
を

納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
確
認
等
を
行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

次
条
（
同
条
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
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納
付
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
総
額
を
負
担
す
る
。 

一 
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険
料

を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
第
二
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
同
項
の

規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
わ
な
い
場
合
（
当
該
確
認
等
の
後
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
期
間
内
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

二 

次
条
（
同
条
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に

よ
る
公
表
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
表
の
後
、
社
会
保
険
庁
長
官
が

定
め
る
期
限
ま
で
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き

（
次
号
の
場
合
を
除
く
。
）
。 

三 

次
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
表
の
後
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

 
 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

１０
・
１１ 

〔
略
〕 

１２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
納
付
さ
れ
た
特
例
納
付
保
険

料
に
相
当
す
る
額
は
、
年
金
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す

る
。 

 

一 

第
九
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
間
経
過
後
に
特
例

納
付
保
険
料
が
納
付
さ
れ
た
と
き
。 

二 

〔
略
〕 

三 

第
九
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
限
後
に
特
例
納
付

保
険
料
が
納
付
さ
れ
た
と
き
。 

１３ 

国
は
、
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
に
係
る
特
例
納
付
保
険
料
の
額
に

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
と
き
に
お
い
て
、
そ
の
後
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
特
例
納
付
保
険

料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
総
額
を
負
担
す
る
。 

   

一 

次
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
社
会
保
険
庁
長
官
が
定
め

る
期
限
ま
で
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
（
次
号

の
場
合
を
除
く
。
） 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

 

１０
・
１１ 

〔
略
〕 

１２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
納
付
さ
れ
た
特
例
納
付
保
険

料
に
相
当
す
る
額
は
、
年
金
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

第
九
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
限
後
に
特
例
納
付

保
険
料
が
納
付
さ
れ
た
と
き
。 

二 

〔
略
〕 

  

１３ 

国
は
、
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
に
係
る
特
例
納
付
保
険
料
の
額
に
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相
当
す
る
額
を
負
担
し
た
と
き
は
、
そ
の
負
担
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
第

一
条
第
一
項
の
事
業
主
が
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
又
は
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
例
対
象
者
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を
控
除
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険

料
を
納
付
す
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
当
該
特
例
対
象
者
が

当
該
事
業
主
に
対
し
て
有
す
る
金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
請
求
権
を
取
得
す

る
。 

（
公
表
） 

第
三
条 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
事
業
及
び
国
民

年
金
事
業
の
適
正
な
運
営
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
国
民
年
金
制
度
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

社
会
保
険
庁
長
官
が
講
ず
る
措
置
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
結
果
を
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

対
象
事
業
主
に
対
し
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
事
業
主

の
氏
名
又
は
名
称 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

   

相
当
す
る
額
を
負
担
し
た
と
き
は
、
そ
の
負
担
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
前

条
第
一
項
の
事
業
主
が
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
又
は
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
例
対
象
者
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を
控
除
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険
料

を
納
付
す
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
当
該
特
例
対
象
者
が
当

該
事
業
主
に
対
し
て
有
す
る
金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
請
求
権
を
取
得
す
る
。 

 

（
公
表
） 

第
三
条 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
事
業
及
び
国
民

年
金
事
業
の
適
正
な
運
営
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
国
民
年
金
制
度
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

社
会
保
険
庁
長
官
が
講
ず
る
措
置
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
結
果
を
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

対
象
事
業
主
に
対
し
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合

（
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険
料
を
納

付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い

て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
事
業
主
の
氏

名
又
は
名
称 

イ
・
ロ 
〔
略
〕 
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二 

前
条
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧

奨
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

 
当
該
役
員
で
あ
っ
た
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の
氏
名

イ
・
ロ 
〔
略
〕 

   三 

前
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称 

イ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
ロ
に

掲
げ
る
場
合
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合
を
除

く
。
） 

ロ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合 

  

    

（
未
納
掛
金
の
納
付
等
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

２ 

基
金
は
、
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項

二 

前
条
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧

奨
を
行
っ
た
場
合
（
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
二

項
の
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
と
き
を

除
く
。
）
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該

役
員
で
あ
っ
た
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の
氏
名 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

三 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
事
業
主
の
氏
名

又
は
名
称 

イ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
ロ
に

掲
げ
る
場
合
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合
及
び
特
例

対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険
料
を
納
付

す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
を
除
く
。
） 

ロ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
（
特
例
対
象
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
保
険

料
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
を
除
く
。
） 

（
未
納
掛
金
の
納
付
等
） 

第
五
条 

〔
略
〕 

２ 

基
金
は
、
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
、
未
納
掛
金
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
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の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認

め
、
か
つ
、
当
該
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
第
二
条
第
二
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て

は
、
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
、
未
納
掛
金
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
設
立
事
業
主
（
法
人
で
あ
る
対
象
設
立
事
業

主
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
業
が
廃
止
さ
れ
て
い
る

と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
前
条
第
三
項

の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す

る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問

そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を

執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支

配
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
未
納
掛
金
に
相
当
す
る
額
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

基
金
は
、
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
未
納

掛
金
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を

得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

５ 

基
金
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
前
に
第
二
項
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
場
合
に
は
、
対
象
設
立
事
業
主
又
は
第
三
項
の
役
員
で

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

    

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
設
立
事
業
主
（
法
人
で
あ
る
対
象
設
立
事
業

主
に
限
る
。
）
に
係
る
事
業
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
の
た
め
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
法

人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ

っ
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
未
納
掛
金
に
相
当
す
る

額
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

基
金
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
前
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
未
納
掛
金
に
相
当
す
る
額
の
納
付

を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧

奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

５ 

基
金
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
前
に
第
二
項
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
場
合
（
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
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あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
基
金
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を

行
わ
な
い
と
き
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
旨
を
、
併
せ
て
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

   

６ 

対
象
設
立
事
業
主
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
未
納
掛
金
に
相
当
す
る
額
を
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
同
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
は
、
前
条
第
一
項
の
未
納
掛
金

に
係
る
期
間
の
す
べ
て
の
期
間
に
係
る
未
納
掛
金
又
は
未
納
掛
金
に
相
当
す
る
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
未
納
掛
金
等
」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
る
旨
を
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
金
に
対
し
書
面
に
よ
り
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。 

７
・
８ 

〔
略
〕 

９ 

政
府
は
、
毎
年
度
、
基
金
が
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
確
認
又
は
改
定
等
を
行

っ
た
場
合
（
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項

の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
当
該
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
確
認
又
は
改
定
等
を
行
っ
た
と

き
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
未
納
掛
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
の
総
額
を
、
当
該
基

金
に
対
し
交
付
す
る
。 

 

一 

当
該
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項
の

掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
第
二
条
第
二
項

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い

百
三
十
九
条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を

行
う
と
き
を
除
く
。
）
に
は
、
対
象
設
立
事
業
主
又
は
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た

者
に
対
し
て
、
基
金
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
わ
な

い
と
き
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
旨
を
、
併
せ
て
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

６ 

対
象
設
立
事
業
主
又
は
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
は
、
第
二
項
又
は
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
未
納
掛
金
に
係
る
期

間
の
す
べ
て
の
期
間
に
係
る
未
納
掛
金
又
は
未
納
掛
金
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
未
納
掛
金
等
」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
る
旨
を
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
金
に
対
し
書
面
に
よ
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
。 

７
・
８ 

〔
略
〕 

９ 

政
府
は
、
毎
年
度
、
基
金
が
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
確
認
又
は
改
定
等
を
行

っ
た
場
合
（
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項

の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
当
該
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
確
認
又
は
改
定
等
を
行
っ
た
と

き
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
係
る

部
分
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
と
き

に
お
い
て
、
そ
の
後
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
特

例
対
象
加
入
員
に
係
る
未
納
掛
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
の
総
額
を
、
当
該
基
金

に
対
し
交
付
す
る
。 
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た
め
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
わ
な
い
場
合
（
当
該
確
認
又
は
改
定
等

の
後
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行

わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
） 

二 

次
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
表
の
後
、
基
金
が
定
め

る
期
限
ま
で
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
（
次
号

の
場
合
を
除
く
。
）
。 

三 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
表
の

後
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

１０ 

前
項
の
基
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
未
納

掛
金
等
に
相
当
す
る
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
間
経
過
後
に
未
納
掛

金
等
が
納
付
さ
れ
た
と
き
。 

二 

〔
略
〕 

三 

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
限
後
に
未
納
掛
金
等

が
納
付
さ
れ
た
と
き
。 

１１
～
１３ 

〔
略
〕 

（
公
表
） 

第
六
条 

基
金
は
、
基
金
の
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
対
す

る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
基

金
が
講
ず
る
措
置
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
結
果
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

   

一 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
基
金
が
定
め
る
期

限
ま
で
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
（
次
号
の
場

合
を
除
く
。
） 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

 

１０ 

前
項
の
基
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
未
納

掛
金
等
に
相
当
す
る
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
限
後
に
未
納
掛
金
等

が
納
付
さ
れ
た
と
き
。 

二 

〔
略
〕 

  

１１
～
１３ 

〔
略
〕 

（
公
表
） 

第
六
条 

基
金
は
、
基
金
の
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
対
す

る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
基

金
が
講
ず
る
措
置
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
結
果
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
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ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
設

立
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

   二 

前
条
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧

奨
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

 

当
該
役
員
で
あ
っ
た
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の
氏
名

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

   三 

前
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
設
立
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称 

イ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
ロ
に

掲
げ
る
場
合
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合
を
除

く
。
） 

ロ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合 

 

ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場

合
（
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項
の
掛

金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）

に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
設
立

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

二 

前
条
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧

奨
を
行
っ
た
場
合
（
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九

条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
と

き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当

該
役
員
で
あ
っ
た
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の
氏
名 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

三 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
対
象
設
立
事
業
主
の

氏
名
又
は
名
称 

イ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
ロ
に

掲
げ
る
場
合
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合
及
び
特
例

対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項
の
掛
金
を

納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
を
除
く
。
） 
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２ 

〔
略
〕 

（
特
例
掛
金
の
納
付
等
） 

第
八
条 

〔
略
〕 

２ 

連
合
会
は
、
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十

九
条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
と
認
め
、
か
つ
、
当
該
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
第
二
条

第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
は
、
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
、
前
項
の
特
例
掛

金
（
以
下
「
特
例
掛
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
（
法
人
で
あ

る
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
事
業
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
解
散

し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
前
条
第
二
項
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有

す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、

ロ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
（
特
例
対
象
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項

の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
を
除
く
。
） 

２ 

〔
略
〕 

（
特
例
掛
金
の
納
付
等
） 

第
八
条 

〔
略
〕 

２ 

連
合
会
は
、
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
、
前
項
の
特
例
掛

金
（
以
下
「
特
例
掛
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

    

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
（
法
人
で
あ

る
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
に
限
る
。
）
に
係
る
事
業
が
廃
止
さ
れ
て

い
る
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締

役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な

る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、

取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
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執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

特
例
掛
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

連
合
会
は
、
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧

奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
特

例
掛
金
の
納
付
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情

の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

連
合
会
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
前
に
第
二
項
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
場
合
に
は
、
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
又

は
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
連
合
会
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
次
項

の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
わ
な
い
と
き
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行

う
旨
を
、
併
せ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

６ 

解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
掛
金
を

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
同
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
は
、
未
納
掛
金
に
係
る
す
べ

て
の
期
間
に
係
る
特
例
掛
金
を
納
付
す
る
旨
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
連
合
会
に
対
し
書
面
に
よ
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７
・
８ 

〔
略
〕 

９ 

政
府
は
、
毎
年
度
、
連
合
会
が
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
確
認
等
を

行
っ
た
場
合
（
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十

九
条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
特
例
掛
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

連
合
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
前
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
特
例
掛
金
の
納
付
を
勧
奨
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
勧
奨
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

連
合
会
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
前
に
第
二
項
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
場
合
（
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年

金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど

う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
勧
奨
を
行
う
と
き
を
除
く
。
）
に
は
、
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主

又
は
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
連
合
会
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
次

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
わ
な
い
と
き
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を

行
う
旨
を
、
併
せ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
又
は
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
は
、
第

二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
受
け
た
場
合
に
は
、
未
納
掛
金
に
係
る

す
べ
て
の
期
間
に
係
る
特
例
掛
金
を
納
付
す
る
旨
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
合
会
に
対
し
書
面
に
よ
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７
・
８ 

〔
略
〕 

９ 

政
府
は
、
毎
年
度
、
連
合
会
が
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
確
認
等
を

行
っ
た
場
合
（
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十

九
条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
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と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
確
認
等

を
行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
は
、
当
該
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
特
例
掛
金
の
額
に
相
当
す
る
額

の
総
額
を
、
連
合
会
に
対
し
交
付
す
る
。 

一 

当
該
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条

第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
第
二

条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
認
め

ら
れ
な
い
た
め
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
わ
な
い
場
合
（
当
該
確
認
等

の
後
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行

わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
） 

二 

次
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
表
の
後
、
連
合
会
が
定

め
る
期
限
ま
で
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
（
次

号
の
場
合
を
除
く
。
）
。 

三 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
表
の

後
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

１０ 

連
合
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
特
例
掛
金

に
相
当
す
る
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
間
経
過
後
に
特
例
掛

金
が
納
付
さ
れ
た
と
き
。 

二 

〔
略
〕 

三 

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
限
後
に
特
例
掛
金
が

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
確
認
等

を
行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二

号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を

行
っ
た
と
き
に
お
い
て
、
そ
の
後
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
特
例
掛
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の

総
額
を
、
連
合
会
に
対
し
交
付
す
る
。 

    

一 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
連
合
会
が
定
め
る

期
限
ま
で
に
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
（
次
号
の

場
合
を
除
く
。
） 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

 

１０ 

連
合
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
特
例
掛
金

に
相
当
す
る
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
の
期
限
後
に
特
例
掛
金
が

納
付
さ
れ
た
と
き
。 

二 

〔
略
〕 
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納
付
さ
れ
た
と
き
。 

１１
～
１３ 

〔
略
〕 

（
公
表
） 

第
九
条 

連
合
会
は
、
基
金
の
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

連
合
会
が
講
ず
る
措
置
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
結
果
を
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

勧
奨
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

 

当
該
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

   二 

前
条
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧

奨
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

 

当
該
役
員
で
あ
っ
た
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の
氏
名

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

   

 

１１
～
１３ 

〔
略
〕 

（
公
表
） 

第
九
条 

連
合
会
は
、
基
金
の
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

連
合
会
が
講
ず
る
措
置
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
結
果
を
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
に
対
し
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

勧
奨
を
行
っ
た
場
合
（
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法

第
百
三
十
九
条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明

ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨

を
行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
と
き
。 

当
該
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

二 

前
条
第
三
項
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧

奨
を
行
っ
た
場
合
（
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第

百
三
十
九
条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら

か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を

行
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

と
き
。 
当
該
役
員
で
あ
っ
た
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）

の
氏
名 
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 三 
前
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
解
散
し
た
基
金
の
対
象
設
立
事
業
主
の
氏
名
又
は

名
称 

イ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
ロ
に

掲
げ
る
場
合
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合
を
除

く
。
） 

ロ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合 

   

  

２ 

〔
略
〕 

 

（
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
を
履
行
し
た
事
実
等
に
係
る
判
断
） 

第
十
五
条
の
二 

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
関
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
の
観

点
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
国
民
年
金
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
義
務
を
負
う
者
が
当
該
義
務
を
履
行
し
た
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
そ
の
他

の
厚
生
年
金
保
険
法
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
給
付
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を

含
む
。
）
に
影
響
を
与
え
る
事
実
（
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
実
を
除
く
。
）

が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当

該
事
実
に
係
る
判
断
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

三 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。 

当
該
解
散
し
た
基
金
の
対

象
設
立
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称 

イ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
ロ
に

掲
げ
る
場
合
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
っ
た
場
合
及
び
特
例

対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九
条
第
四
項

の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
を
除
く
。
） 

ロ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
（
特
例
対
象
解
散
基
金
加
入
員
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
九

条
第
四
項
の
掛
金
を
納
付
す
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
を
除
く
。
） 

２ 

〔
略
〕 
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